
分類 対象となる方 必要な手続き及び必要なもの（○は必要なもの） 担当窓口
担当課・係・ＴＥＬ

印
鑑 印鑑登録が必要な方

印鑑登録申請
　○登録する印鑑　○本人確認書類【＊】
　○委任状（代理人のみ）
　（本人と代理人とでは手続きが違います。詳細は「新しく印鑑登録される
　　方へ」をご覧下さい。）

２階２２番
登録担当
☎（224）8295

国
民
健
康
保
険

国民健康保険に
加入する方

加入届
　○健康保険資格喪失証明書（転入後に社会保険喪失の場合のみ）
　○本人確認書類【＊】
　〇キャッシュカード　銀行届出印
　　※保険料は原則口座振替払いです。
　　　　取扱金融機関はお問い合わせください。

２階２５番
保険係
☎（224）8315

国民年金に加入
している方 住所変更届　　○年金手帳

年金を受給している方 住所変更届　　原則不要です。

公立小中学校の転校が
必要な方 転校手続　　　○在学証明書

２階２２番
登録担当
☎（224）8295

小児医療費助成に
該当する方
（中学３年生までのお子さま）

小児医療証交付申請　　※３才児以上は所得制限があります。
   ○所得証明書(市外からの転入の場合)
　※総所得金額・所得控除額・扶養者数・課税（非課税）
　　状況等がわかるもの。お子さまの生年月日によって必要な年度が
　　異なります。
   ○お子さまの健康保険証

ひとり親家庭等医療費
助成に該当する方

福祉医療証交付申請　　※所得制限があります。
　○健康保険証  ○児童扶養手当証書、戸籍全部事項証明書等

市外からの転入で母子
健康手帳をお持ちの方

  〇母子健康手帳
　   対象：妊娠中または4歳未満のお子様のいる方

児童手当を申請する方
(中学生までのお子さまを養育され
 ている方）
(家族構成が変わらず横浜
 市内で転居された場合は、
 手続き不要です。）
(所得限度額を上回ると支給され
 ない場合があります。)

認定請求書等
　請求手続きは、原則郵送です。
　請求した月の翌月分から支給対象となります。ただし、転出予定日が月末等の場
合、前住所地の転出予定日の翌日から15日 以内の請求であれば、転出予定日
の属する月の翌月分から支給対象となります。
  （横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係必着）
　※郵送でのお手続きの場合、請求日はこども青少年局手当給付係到達
　　日となります。消印日ではありませんので、ご注意ください。

保育所への入所を
希望する方 ※直接お問い合わせください。

児童扶養手当等を受給
している方、申請する方 ※直接お問い合わせください。

予防接種
（接種対象年齢のお子さまを養育され
ている方）

   ○母子健康手帳（お子さまの年齢、接種歴がわかるもの）
別館４階４０２番
健康づくり係
☎（224）8332

高
齢

介護保険第１号
被保険者
（65歳以上の方）

加入届
　〇本人確認書類【＊】
  　  ※キャッシュカード、銀行届出印があると、保険料の口座振替の手続き
          ができます。取扱金融機関はお問い合わせください。

２階２５番
保険係
☎（224）8315

【＊】本人確認書類 : 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

中区に新たに転入された方へ

国
民
年
金

２階２７番
国民年金係
☎（224）8311～２

こ
ど
も

２階２４番
保険係　給付担当
☎（224）8317

５階５４番
こども家庭支援課
☎（224）8171～2



分類 対象となる方 必要な手続き及び必要なもの（○は必要なもの） 担当窓口
担当課・係・ＴＥＬ

後期高齢者医療制度に
該当する方
（75歳以上の方）

資格取得届出
　○後期高齢者医療負担区分等証明書（県外からの転入の場合）
　　 ※キャッシュカード、銀行届出印があると、保険料の口座振替の手続き
        ができます。取扱金融機関はお問い合わせください。

２階２４番
保険係　給付担当
☎（224）8317

介護保険サービスを希望す
る方

要介護認定／要支援認定申請
  ○すでに認定を受けている場合は転出地発行の受給資格者証
　○2階の25番窓口で発行された資格者証

５階５１番
（エレベーター前の
   受付へお越しください）
高齢・障害支援課
高齢者支援担当
☎（224）8167

敬老特別乗車証を希望
する方
（７０歳以上の方）

敬老特別乗車証の交付申請　※直接お問い合わせください。

濱ともカードを希望する方
（６５歳以上の方）

濱ともカードの交付申請
　○住所・氏名・年齢の確認ができるもの　又は敬老特別乗車証

身体障害者手帳・
愛の手帳をお持ちの方

住所変更届・転入届等
　○身体障害者手帳　○愛の手帳（療育手帳）

障害者関連手当を
受給する方 住所変更届等　　※直接お問い合わせください。

障害者総合支援法を
ご利用の方    ○受給者証（５３番窓口にご案内する場合もあります。）

指定難病医療受給者証
をお持ちの方 住所変更届・転入届等　※直接お問い合わせください。

５階５１番
（エレベーター前の
  受付へお越しください）
高齢・障害支援課
高齢・障害係
☎（224）8161

精神障害者保健福祉
手帳をお持ちの方

住所変更届等
　○精神障害者保健福祉手帳　○印鑑

５階５３番
（エレベーター前の
  受付へお越しください）
高齢・障害支援課
障害者支援担当
☎（224）8166

重度障害者医療費助成
に該当する方
（重度の障害のある方）

重度障害者医療証交付申請　　※等級には要件があります。
   ○健康保険証
   ○身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者手帳

２階２４番
保険係　給付担当
☎（224）8317

被爆者健康手帳、被爆者の
こども健康診断受診証等を
お持ちの方

居住地（氏名）変更届
※直接お問い合わせください。

肝炎治療受給証を
お持ちの方 ※直接お問い合わせください。

原動機付自転車を
お持ちの方
（１２５㏄以下のオートバイ）

「軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書」
　○廃車証明書、又は「標識交付証明書とﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ」
　○本人確認書類【＊】

４階４６番
税証明発行窓口
☎（224）8196

市外から転入で転入前
から中区内に土地または
家屋を所有されている方

固定資産税納税通知書の送付先変更手続
　○本人確認書類【＊】

４階４４・４５番
土地・家屋担当
☎（224）8201～6

犬を飼っている方 飼い犬の登録事項変更届
   ○前住所地で交付された鑑札及び狂犬病予防注射済票（当該年度分）

別館４階４１２番
環境衛生係
☎（224）8339

【＊】本人確認書類 : 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

そ
の
他

高
齢

５階５１番
（エレベーター前の
　 受付へお越しください）
高齢・障害支援課
高齢・障害係
☎（224）8161

障
害
福
祉
保
健

5階51・54番
（エレベーター前の
   受付へお越しください）
   ----18歳以上----
高齢・障害支援課
☎（224）8161
   ----18歳未満----
こども家庭支援課
☎（224）8199

別館
４階４０２番
健康づくり係
☎（224）8332


	修正後

